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新旧対照表 

○神奈川県環境影響評価条例施行規則（案） 

 

新 旧 

別表第１（第１条関係） 別表第１（第１条関係） 

 

番号 

事業

の種

類 

要件   

番号 

事業

の種

類 

要件  

 
内容 

規模、実施される地域等   
内容 

規模、実施される地域等  

 甲地域 乙地域 その他の地域   甲地域 乙地域 その他の地域  

 (略)        (略)       

 ３ 鋼索

鉄

道、

索道

の建

設 

鉄道事業法施

行規則第４条

第６号に規定

する鋼索鉄道

又は同令第47

条第１号に規

定する普通索

道の新設（新

たに起点又は

終点を設定し

て線路又は索

条を設置する

ことをい

う。） 

全事業 全事業 鋼索鉄道の建

設で延長が１

キロメートル

以上である事

業（他の対象

事業に含まれ

る事業を除

く。） 

  ３ 鋼索

鉄

道、

索道

の建

設 

鉄道事業法施

行規則第４条

第６号に規定

する鋼索鉄道

又は同令第47

条第１号に規

定する普通索

道の新設（新

たに起点又は

終点を設定し

て線路又は索

条を設置する

ことをい

う。） 

全事業 全事業 全事業  

 (略)        (略)       

 ７ 電気

工作

物の

建設 

(１) 電気事

業法第２条

第１項第18

号に規定す

る電気工作

物のうち、

発電（水

力、火力、

（略） （略） （略）   ７ 電気

工作

物の

建設 

(１) 電気事

業法第２条

第１項第18

号に規定す

る電気工作

物のうち、

発電（水

力、火力、

（略） （略） （略）  
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地熱、原子

力若しくは

風力を原動

力とするも

の又は太陽

光を電気に

変換するも

のに限

る。）のた

めに設置す

るもの（太

陽光を電気

に変換する

発電のため

に設置する

ものにあつ

ては、建築

基準法（昭

和25年法律

第201号）第

２条第１号

に規定する

建築物に設

置するもの

を除く。以

下「発電電

気工作物」

という。）

の新設 

地熱、原子

力若しくは

風力を原動

力とするも

の又は太陽

光を電気に

変換するも

のに限

る。）のた

めに設置す

るもの（以

下「発電電

気工作物」

という。）

の新設 

   (２)～(５) 

（略） 

（略） （略） （略）     (２)～(５) 

（略） 

（略） （略） （略）  

 (略)        (略)       

 ９ 高層 建築基準法第 建築基準法施 建築物の高さ 建築物の高さ   ９ 高層 建築基準法 建築基準法施 建築物の高さ 建築物の高さ  
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建築

物の

建設 

２条第１号に

規定する建築

物の新設 

行令（昭和25

年政令第338

号）第２条第

１項第６号の

規定による建

築物の高さ

（以下「建築

物の高さ」と

いう。）が100

メートル以上

で、かつ、同

項第４号に規

定する延べ面

積（以下「延

べ面積」とい

う。）が５万

平方メートル

以上である事

業 

が100メートル

以上で、か

つ、延べ面積

が５万平方メ

ートル以上で

ある事業 

が100メートル

以上で、か

つ、延べ面積

が５万平方メ

ートル以上で

ある事業 

建築

物の

建設 

（昭和25年法

律第201号）第

２条第１号に

規定する建築

物の新設 

行令（昭和25

年政令第338

号）第２条第

１項第６号の

規定による建

築物の高さ

（以下「建築

物の高さ」と

いう。）が100

メートル以上

で、かつ、同

項第４号に規

定する延べ面

積（以下「延

べ面積」とい

う。）が５万

平方メートル

以上である事

業 

が100メートル

以上で、か

つ、延べ面積

が５万平方メ

ートル以上で

ある事業 

が100メートル

以上で、か

つ、延べ面積

が５万平方メ

ートル以上で

ある事業。た

だし、土地区

画整理法（昭

和29年法律第

119号）第２条

第１項に規定

する土地区画

整理事業の施

行等により、

都市の基盤が

整備され、か

つ、環境に配

慮された土地

の高度利用が

進められてい

る区域として

知事が定める

区域内に建設

する場合にあ

つては、知事

が定める事業

とする。 

 (略)        (略)       

 

26 

土地

区画

整理

事業 

土地区画整理

法（昭和29年

法律第119号）

第２条第１項

に規定する土

（略） （略） （略）   

26 

土地

区画

整理

事業 

土地区画整理

法第２条第１

項に規定する

土地区画整理

事業 

（略） （略） （略）  
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地区画整理事

業 

 (略)        (略)       

備考１～７ （略） 備考１～７ （略） 

  

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係） 

 番号 対象事業の種類 実施計画書の提出の時期   番号 対象事業の種類 実施計画書の提出の時期  

 (略)      (略)     

 19 土石の

採取 

(１) （略） （略）   19 土石の

採取 

(１) （略） （略）  

 (２) 土石採取

場の増設の事

業 

採石法の適用を受ける岩石の採取に該当す

る事業にあつては同法第33条又は第33条の

５第１項の規定に基づく認可申請前、砂利

採取法の適用を受ける事業にあつては同法

第16条又は第20条第１項の規定に基づく認

可申請前、森林法の適用を受ける土石の採

掘に該当する事業にあつては同法第10条の

２第１項の規定に基づく許可申請前、河川

法の適用を受ける土石の採取に該当する事

業にあつては同法第25条の規定による許可

申請前、農地法の適用を受ける事業にあつ

ては同法第４条第１項又は第５条第１項の

規定に基づく許可申請前 

    (２) 土石採取

場の増設の事

業 

採石法の適用を受ける岩石の採取に該当す

る事業にあつては同法第33条の規定に基づ

く認可申請前又は同法第33条の５第１項の

規定に基づく認可申請前、砂利採取法の適

用を受ける事業にあつては同法第16条の規

定に基づく認可申請前、森林法の適用を受

ける土石の採掘に該当する事業にあつては

同法第10条の２第１項の規定に基づく許可

申請前、河川法の適用を受ける土石の採取

に該当する事業にあつては同法第25条の規

定による許可申請前、農地法の適用を受け

る事業にあつては農地法第４条第１項又は

第５条第１項の規定に基づく許可申請前 

 

 20 発生土

処分場

の建設 

(１) 発生土処

分場の新設の

事業 

森林法の適用を受ける事業にあつては同法

第10条の２第１項の規定に基づく許可申請

前、宅地造成及び特定盛土等規制法の適用

を受ける事業にあつては同法第12条第１項

又は第30条第１項の規定に基づく許可申請

前、河川法の適用を受ける土地の形状を変

更する行為に該当する事業にあつては同法

第27条第１項又は第55条第１項の規定に基

づく許可申請前 

  20 発生土

処分場

の建設 

(１) 発生土処

分場の新設の

事業 

森林法の適用を受ける事業にあつては同法

第10条の２第１項の規定に基づく許可申請

前、宅地造成及び特定盛土等規制法の適用

を受ける事業にあつては同法第30条第１項

の規定に基づく許可申請前、河川法の適用

を受ける土地の形状を変更する行為に該当

する事業にあつては同法第27条第１項又は

第55条第１項の規定に基づく許可申請前、

神奈川県土砂の適正処理に関する条例（平

成11年神奈川県条例第３号）の適用を受け
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る事業にあつては同条例第９条第１項の規

定に基づく許可申請前（同条例第28条第２

項の規定に基づき市町村の条例に規定する

事項に該当するものとして知事が神奈川県

土砂の適正処理に関する条例第３章を指定

した場合において、当該市町村の条例の適

用を受ける事業にあつては、当該市町村の

条例に基づく許可申請前） 

     (２) 発生土処

分場の増設の

事業 

森林法の適用を受ける事業にあつては同法

第10条の２第１項の規定に基づく許可申請

前、宅地造成及び特定盛土等規制法の適用

を受ける事業にあつては同法第12条第１

項、第16条第１項、第30条第１項又は第35

条第１項の規定に基づく許可申請前、河川

法の適用を受ける土地の形状を変更する行

為に該当する事業にあつては同法第27条第

１項又は第55条第１項の規定に基づく許可

申請前 

      (２) 発生土処

分場の増設の

事業 

森林法の適用を受ける事業にあつては同法

第10条の２第１項の規定に基づく許可申請

前、宅地造成及び特定盛土等規制法の適用

を受ける事業にあつては同法第30条第１項

又は第35条第１項の規定に基づく許可申請

前、河川法の適用を受ける土地の形状を変

更する行為に該当する事業にあつては同法

第27条第１項又は第55条第１項の規定に基

づく許可申請前、神奈川県土砂の適正処理

に関する条例の適用を受ける事業にあつて

は同条例第９条第１項又は第11条第１項の

規定に基づく許可申請前（同条例第28条第

２項の規定に基づき市町村の条例に規定す

る事項に該当するものとして知事が神奈川

県土砂の適正処理に関する条例第３章を指

定した場合において、当該市町村の条例の

適用を受ける事業にあつては、当該市町村

の条例に基づく許可申請前） 

 

 (略)     (略)    

 

28 

宅地の造成 開発行為を伴う事業にあつては都市計画法

第29条第１項又は第２項の規定に基づく許

可申請前、宅地造成及び特定盛土等規制法

の適用を受ける事業にあつては同法第12条

第１項又は第30条第１項の規定に基づく許

可申請前 

  

28 

宅地の造成 開発行為を伴う事業にあつては都市計画法

第29条第１項又は第２項の規定に基づく許

可申請前、宅地造成及び特定盛土等規制法

第10条第１項に規定する宅地造成等工事規

制区域内において行われる事業にあつては

同法第12条第１項の規定に基づく許可申請
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前又は同法第15条第１項の規定に基づく協

議前 

備考 １・２ （略） 備考 １・２ （略） 

 


